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町田市病院事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例 

町田市病院事業の設置等に関する条例（昭和４１年１２月町田市条例第３８号）の

一部を次のように改正する。       

 第３条第２項各号を次のように改める。 

（１）内科 

（２）呼吸器内科 

（３）消化器内科 

（４）循環器内科 

（５）糖尿病・内分泌内科 

（６）腎臓内科 

（７）アレルギー科 

（８）リウマチ科 

（９）漢方内科 

（10）外科 

（11）呼吸器外科 

（12）消化器外科 

（13）乳腺・内分泌外科 

（14）小児外科 

（15）心臓血管外科 

（16）整形外科 

（17）脳神経外科 

（18）脳神経内科 

（19）形成外科 

（20）精神科 

（21）小児科 

（22）新生児内科 
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（23）皮膚科 

（24）泌尿器科 

（25）産婦人科 

（26）眼科 

（27）耳鼻咽喉科 

（28）リハビリテーション科 

（29）放射線科 

（30）病理診断科 

（31）臨床検査科 

（32）麻酔科 

（33）歯科 

（34）歯科口腔
くう

外科 

附 則 

 この条例は、平成２６年７月１日から施行する。 
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＿部分は改正部分 

町田市病院事業の設置等に関する条例新旧対照表 

改正後 改正前 

（経営の基本） （経営の基本） 

第３条 略 第３条 略 

２ 診療科目は、次のとおりとする。 ２ 診療科目は、次のとおりとする。 

（１） 内科 （１） 内科 

（２） 呼吸器内科 （２） 呼吸器科 

（３） 消化器内科 （３） 消化器科 

（４） 循環器内科 （４） 循環器科 

（５） 糖尿病・内分泌内科 （５） リウマチ科・アレルギー科 

（６） 腎臓内科 （６） 外科 

（７） アレルギー科 （７） 小児外科 

（８） リウマチ科 （８） 形成外科 

（９） 漢方内科 （９） 心臓血管外科 

（１０） 外科 （１０） 整形外科 

（１１） 呼吸器外科 （１１） 脳神経外科 

（１２） 消化器外科 （１２） 皮膚科 

（１３） 乳腺・内分泌外科 （１３） ひ尿器科 

（１４） 小児外科 （１４） 小児科 

（１５） 心臓血管外科 （１５） 産婦人科 

（１６） 整形外科 （１６） 神経科（精神科を含む。） 

（１７） 脳神経外科 （１７） 耳鼻いんこう科 

（１８） 脳神経内科 （１８） 眼科 

（１９） 形成外科 （１９） 歯科・歯科口腔
くう

外科 

（２０） 精神科 （２０） 放射線科 

（２１） 小児科 （２１） リハビリテーション科 

（２２） 新生児内科 （２２） 麻酔科 

（２３） 皮膚科  

（２４） 泌尿器科  

（２５） 産婦人科  

（２６） 眼科  

（２７） 耳鼻咽喉科  

（２８） リハビリテーション科  

（２９） 放射線科  

（３０） 病理診断科  

（３１） 臨床検査科  
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＿部分は改正部分 

町田市病院事業の設置等に関する条例新旧対照表 

改正後 改正前 

（３２） 麻酔科  

（３３） 歯科  

（３４） 歯科口腔
くう

外科  

３ 略 ３ 略 
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